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1.はじめに 
 

 

 

 

 

今回の改正は４月度と６月度の２段階改正となっています。今回リリースいたしました「介五郎（介護保険

版）Ver11.0.0.0」は、令和 6 年４月度の改正内容への暫定対応版になります。暫定対応版では一部機能を制

限させていただきます。4 月中に再度バージョンアップを行い、機能制限を解除した対応確定版をリリースす

る予定です。 

また６月度の改正内容につきましては今後のバージョンアップにて対応しますので、ご承知おきください。 

本マニュアルでは主に介五郎の変更内容および操作方法について説明しています。制度改正の内容について

は別冊「令和 6 年度介護保険制度改正マニュアル」をお読みください。 

 

 

［本マニュアルの概要］ 

 

2. システム共通の変更 

 各サービスのシステム共通の変更です。 

2-1. 地域区分の見直し 

令和 6 年４月より地域区分が見直されます。本バージョンで新しい設定欄を追加したので、事業所ごとに地

域区分の設定が必要になります。 

2-2. 処遇改善加算の一本化への対応 

 令和６年６月より処遇改善加算が見直され、特定処遇改善加算・ベースアップ支援加算とまとめて一本化さ

れます。 

2-3. 業務継続計画未策定減算・虐待防止措置未実施減算・身体拘束廃止未実施減算への対応について 

 改正により業務継続計画未策定減算・虐待防止措置未実施減算・身体拘束廃止未実施減算の 3 つの減算が

新設されます。 

 

3. 居宅介護支援システムの変更 

 居宅介護支援のシステムに関する変更です。居宅介護支援につきましては、関連する他のサービスの項目も

お読みください。 

3-1. 介護予防支援費Ⅱの新設への対応 

 改正により介護予防支援費Ⅱが新設されます。本バージョンでは設定は可能ですが請求書作成はできません。 

3-2. 居宅介護支援費Ⅱの算定要件変更 

 改正により居宅介護支援費Ⅱの算定要件が変わります。それにあわせて設定欄の名称を変更しました。 

  

―――「改正対応時の特別注意」を必ずお読みください！――― 

制度改正への対応時はそのときだけ特別に発生する重要な注意事項があります！ 

重要事項を P4.「改正対応時の特別注意」にまとめていますので必ずお読みください！ 
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4.訪問介護システムの変更 

 訪問介護システムの変更点についてご説明します。 

4-1.特定事業所加算への対応 

 改正により特定事業所加算の算定要件が変わります。入力の手順自体は変わりませんが、項目の意味が変わ

るので設定の見直しが必要になります。 

4-2.同一建物減算への対応 

 同一建物減算に 12％の減算が新設されました。その設定方法についてご説明します。 

4-3.定期巡回・随時対応型訪問介護看護の変更 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護に「夜間訪問型」が新設されました。その入力方法についてご説明しま

す。 

4-4.提供記録簿入力の日報作成、担当者給与計算の制限について 

 本バージョンでは機能制限をしていますが、訪問介護システムに関しては給与計算機能を使用できるよう日

報作成までできるようになっています。注意点もありますので使用を推奨しませんが、必要な場合はご注意

をよく読んで使用してください。 

 

5.通所介護システムの変更 

 通所介護システムの変更点についてご説明します。 

5-1. （総合事業）送迎減算・同一建物減算への対応 

 総合事業 A6 サービスに送迎減算と同一建物減算（1 回につき）のサービスコードが追加されました。これ

にあわせて入力欄を追加しています。（使用の有無につきましては各保険者の判断になります） 

5-2.短期利用療養通所介護への対応 

 地域密着型の療養通所介護に短期利用型が追加されました。その入力方法についてご説明しています。 

 

6.小多機/看多機システムの変更 

小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護システムの変更点についてご説明します。 

6-1.過少サービスに対する減算の変更 

 ４月より過少サービスに対する減算のサービスコードが変更されます。その変更内容についてご説明します。 

6-2.サテライト体制未整備減算の変更 

４月よりサテライト体制未整備減算サービスコードが変更されます。その変更内容についてご説明します。 
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■改正対応時の特別注意 
法改正をまたぐときは、その時だけの特別な注意事項が生じます。ご使用いただく前に、必ず以下の諸注意

をお読みください。 

 

■ 今回の改正内容に関わる注意 

 

① 今回の改正への対応スケジュールについて 

今回の制度改正は福祉系サービスが４月、医療系サービスが６月と、２段階にわけて施行されます。 

介五郎も 2 段階の改正にあわせ、下記のスケジュールで段階的に対応していく予定です。今回のバージ

ョンは４月の改正内容への暫定対応版という位置付けになります。そのため 6 月の医療系サービスの改正

内容への対応は含まれておりません。 

また、処遇改善加算も 6 月に見直されます。本バージョンから新しい処遇改善加算の設定ができますが、

適用開始月は 6 月なのでご注意ください。（4、5 月の処遇改善加算等は旧区分で算定します） 

【介五郎のリリース予定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※医療系サービス（訪問看護・訪問リハ・通所リハ・居宅療養管理指導）の改正は６月施行です。4、5 月

は旧制度のまま請求を行います。 

※新しい処遇改善加算が適用されるのは 6 月からです。介五郎では本バージョンから新区分を入力できる

ようになりますが、4、5 月の処遇改善加算等は旧制度のまま請求を行います。 

 

  

【重要】改正対応時の特別注意  
 

3 月 
4 月改正への暫定対応版（※本バージョン） 

4 月以降の改正福祉系サービスの予定作成ができます 

4 月予定入力版提供 

（Ver.11.0.0） 

4 月 

中旬 

4 月改正への対応確定版 

4 月以降の改正福祉系サービスの実績作成・請求ができます 

4 月実績入力版提供 

（Ver.11.1.0） 

5 月 

中旬 

6 月改正への暫定対応版 

6 月以降の改正医療系サービスの予定作成ができます 

6 月予定入力版提供 

（Ver.11.2.0） 

6 月 

中旬 

6 月改正への対応確定版 

6 月以降の改正医療系サービスの実績作成・請求ができます 

6 月実績入力版提供 

（Ver.11.3.0） 
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② 令和 6 年度以降の地域区分の設定が必須です 

改正で地域区分が見直されます。このため事業所台帳にて全ての事業所の地域区分欄に令和 6 年度以降

の級地を設定する必要があります。本バージョンにて改正後の新しい地域区分を入力する欄を追加していま

すが初期値で空白なので、市町村の級地が変更されているかにかかわらず、全ての台帳で入力が必要になり

ます。（入力補助機能として一括置換機能をご用意しています。詳しくは P.16「2-1.地域区分の見直し」

をご覧ください） 

（事業所台帳） 

 

（保険者台帳） 

 

 

③ 業務継続計画未策定減算・高齢者虐待防止措置未実施減算・身体拘束廃止未実施減算について 

新設の業務継続計画未策定減算・高齢者虐待防止措置未実施減算・身体拘束廃止未実施減算の 3 減算に

ついては、次回のバージョンアップでの対応になります。 

本バージョンでも各減算の設定を行うことはできますが、サービスコードを実装していないため、減算を

利用票・提供票に反映させることはできません。したがって減算分の単位数や金額の確認もできませんの

で、あらかじめご承知おきください。 

（事業所台帳） 

 

（利用票予定入力） 

 

 

（※）各減算の施行日はサービスにより異なります。詳細は P.30「2-3. 業務継続計画未策定減算・高齢

者虐待防止措置未実施減算・身体拘束廃止未実施減算への対応について」をお読みください。 

 

バージョンアップ直後は「地域区分(R06)」が全て空白 

→各台帳で設定が必要 

減算の設定はできるが反映されない 
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■ 改正対応時の通例の注意 

 

① 機能の一部制限（通所リハ（※）・訪問看護/リハ・福祉用具貸与・居宅療養管理指導を除く） 

今回のバージョンは 4 月度改正に対応する暫定版という位置付けになります。このため４月以降の利用

票/提供票の入力可能範囲を予定作成とスケジュール管理（給与計算含む［※1］）までに制限し、実績を作

成できません。4 月中にリリース予定の次回バージョン「４月実績入力版」にて、実績作成および請求処理

ができるようになる予定です。 

なお、この制限は６月度改正の医療系サービス（通所リハ［※2］・訪問看護/リハ・居宅療養管理指導）

および福祉用具貸与には適用されません。これらのサービスについては４月以降分でも実績まで作成可能に

なっています。 

［※1］事前案内では給与計算も制限させていただくと告知しておりましたが、締日の関係で給与計算を行う必

要がある場合に対応するため、制限付きですが取込可能に変更しました。 

［※2］通所リハと通所介護のシステムを併用されている場合は通所リハシステムも制限の対象になります。 

（併用とは、事業所設定メニューにて自社の通所介護事業所を登録している状態のことです） 
 

(1) 4 月以降の実績作成の制限 

〔通所リハ（※通所介護と併用時を除く）・訪問看護/リハ・福祉用具貸与・居宅療養管理指導を除く〕 

 

 

   
 

(2) 4 月以降の提供記録簿の日報作成機能の制限 

  （日報作成） 

  

 

 

 

 

4 月以降の実績を登録できないように制限しています 

このため実績への取込もできません 

4 月実績入力版（Ver11.1.0.0）にて制限を解除します 

通所介護の提供記録簿入力にて日報作成機能を制限してい

ます。日報作成を実行すると上記エラーが表示されます。 

訪問介護については給与計算の関係で作成可能にしており

ます。（※作成した場合は 4 月実績入力版へのバージョンア

ップ後に日報の見直しをお願いいたします） 



介五郎（介護保険版） Ver11.0.0.0 差分マニュアル  

【令和 6 年度 4 月改正予定入力版】 

7 

 

② 一括複写機能を制限します（通所リハ（※）・訪問看護/リハ・福祉用具貸与・居宅療養管理指導を除く） 

通所リハ（※）・訪問看護/リハ・福祉用具貸与・居宅療養管理指導システムを除いて、法改正をまたぐ「一

括複写」機能を制限しています。確認漏れを防ぐ意味でも 4 月の予定は複写を使わず新規で作成すること

をおすすめします。 

どうしても複写を行う必要がある場合は、システム設定を個別複写（P.10『特別注意の補足』参照）に変

更し、1 利用者ずつ複写を行ってください。 
 

（※）通所リハと通所介護のシステムを併用されている場合は通所リハシステムも制限の対象になります。 

（併用とは、事業所設定メニューにて自社の通所介護事業所を登録している状態のことです） 

 

【3 月以前の予定を 4 月に一括複写しようとしたときの警告エラー】 

 

 

 

  

【エラーが出た時の対処方法】 

①複写を使用せず新規で作成する（推奨） 

②個別複写に切り替える（方法は P.10） 
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③ 【訪問介護】身体介護 9 を含む予定を個別複写した場合 

 訪問介護の身体介護 9 は、同じサービスコードであっても提供時間によって単位数が変動する特殊なコ

ードのため、単位数の正誤をチェックすることができません。その結果、４月以降の予定に改正前の単位数

のまま入力されていてもエラーチェックで止めることができず登録できてしまいます。 

身体介護 9 を含む予定を４月以降に個別複写した場合は、複写後に必ず手動でサービス名を選び直して

いただく必要があります。（サービス名を選び直すことで改正後の単位数で計算しなおします） 

 

（個別複写直後の身体介護 9） 

  

（サービス名を選び直す→改正後の単位数に変化） 

  
 

④ 総合事業の単位数表マスタを更新してください 

 改正により総合事業のサービスコードが見直されています。今後各市町村から随時新しい単位数表マスタ

が公開されていくことが予想されます。関係する市町村に新しい単位数表マスタの公開予定を確認して、公

開されている場合は介五郎に取り込んでください。 

 マスタの取込手順については動画マニュアルをご用意しています。詳細は下記 URL に掲載の動画マニュ

アルおよび付属の手順書をご覧ください。 
 

★総合事業のマスタ取込手順については動画マニュアルをご参照ください 

 

【介五郎動画マニュアル（総合事業マスタ取込手順）】 

https://www.info-tec.app/users/douga_sg / 

 
 

★介五郎のメッセージリストの「総合事業マスタ取込手順はこちら」からもご覧いただけます。 

 

 

同じサービス名を選び直すと単位数を計算し直す 

→改正後の単位数に変化 
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⑤ （福祉用具貸与のみ）上限価格表を更新してください 

制度改正の内容ではありませんが、令和 6 年 4 月付で福祉用具貸与の全国平均貸与価格及び貸与価格の

上限一覧表も更新されています。福祉用具貸与システムをご利用のユーザー様は、新しい一覧表を介五郎に

取り込んでください。 

①ユーザー専用＞福祉用具貸与平均価格・上限価格 

で CSV を取得 

②福祉用具台帳＞F6 単価＞F7 取込より取得した 

CSV を取込 

  

 

⑥ その他のサービスコードについても見直してください 

その他、4 月の予定作成後は単位数のチェックや加算の区分など必ず見直しを行ってください。 
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－特別注意の補足－ 

【①の補足】一括複写から個別複写に切り替える手順 

 

① 「データファイル(S)」－「基本設定(V)」－「シ

ステム設定(V)」と順番にクリックし、システム

設定画面を開きます。 

  

 

② 「一括複写」欄のチェックがはずれた状態にし

ます。 

  

 

③ F9 登録をクリックし、登録します。 

  

 

 

④ 予定入力で F3 複写をクリックすると、個別複

写画面が表示されるようになります。 

 

 （個別複写の手順） 

  1. 複写したい利用者を呼び出す 

  2. 提供月を複写先の年月にする 

  3. F3 複写をクリック 

  4. 複写したい提供年月を選択して複写開始 
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⑤ 複写後は単位数が改正前のままであったり、廃

止・変更されたサービスコードが残ったりしま

す。 

 

次の注意を読んで、単位数読込やサービス内容

の見直しを行ってください。 

 

 

 

 

【個別複写後の注意 1：単位数が改正後の単位数になっていない場合】 

4 月に個別複写を行うと改正前のサービス名・単位数が改正前のままコピーされます。このためそのまま

登録しようとしても下記エラーが出ます。この場合単位数読込を実行することで修正されます。 

個別複写後は①単位数読込の実行と②サービス名・単位数の見直しを徹底してください。 

 

【単位数が不正の場合のエラー】 

 

【単位数読込の手順】 

 

① 複写後に、利用票入力画面の単位数読込をクリ

ックします。 

  

 

② 確認画面が表示されます。はい(Y)をクリックし

ます。 

注意！ 
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③ 完了画面が表示されます。OK をクリックしま

す。 

  

 

 

④ 改正後の単位数で再計算されます。 

 

 

 

 

 

【個別複写後の注意 2：複写後に古いサービス名が残っている場合】 

個別複写を実行すると、廃止されたサービスコードにもかかわらず改正前のサービスコードのまま残る場

合があります。この場合、登録時に下記エラーが表示されます。 

このときはサービス名の再選択を行ってください。 

 

【廃止されたサービスコードが残っている場合のエラー】 

 

 

【サービス名の再選択】 

 

① 提供票予定入力で廃止されたサービスコードが

残っている行をダブルクリックし、サービス内

容入力を開きます。 

  

注意！ 



介五郎（介護保険版） Ver11.0.0.0 差分マニュアル  

【令和 6 年度 4 月改正予定入力版】 

13 

 

 

② サービス名欄の▼をクリックし、改正後の正し

いサービスコードを選択してください。 

  

 

③ 確定をクリックします。 
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■ 本マニュアルの構成 
 本マニュアルの構成は下記になります。関連する項目をお読みください。 

※「改正前の特別注意」は重要な注意事項を記載しているので、必ずお読みください。 

 

ページ 内容 
居宅 

支援 

訪問 

介護 

通所 

介護 

訪問 

看護 

福祉 

用具 
小多機 

P.4 ◎改正対応時の特別注意 

2.共通の変更 

P.16 2-1. 地域区分の変更 ○ ○ ○ ○  ○ 

P.25 2-2. 処遇改善加算の一本化への対応 ● ○ ○   〇 

P.30 2-3. 
業務継続計画未策定減算・身体拘束廃止未実施減算・

虐待防止措置未実施減算への対応について 
○ ○ ○ ○ ○ 〇 

3.居宅介護支援システムの変更 

P.35 3-1. 介護予防支援費Ⅱの新設への対応 ○      

P.41 3-2. 居宅介護支援費Ⅱの算定要件変更 ○      

4.訪問介護システムの変更 

P.43 4-1. 特定事業所加算の見直しへの対応 ● ○     

P.56 4-2. 同一建物減算の見直しへの対応 ● ○     

P.62 4-3. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の変更 ● △     

P.66 4-4. 提供記録簿入力の日報作成、担当者給与計算の制限について  〇     

5.通所介護システムの変更 

P.68 5-1. （総合事業）送迎減算・同一建物減算への対応 ●  ○    

P.72 5-2. 短期利用療養通所介護への対応 ●  △    

6.小多機・看多機システムの変更 

P.75 6-1. 過少サービスに対する減算の変更 ●     〇 

P.80 6-2. サテライト体制未整備減算の変更 ●     △ 

※居宅介護支援の●は、利用票作成のうえで関係する項目です。 

※△は特定のサービス種類に関する項目です。 
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2. システム共通の変更 
各サービスのシステム共通で行った変更内容の説明です。 

本マニュアルでは主に介五郎の変更内容および操作方法について説明しています。制度改正の内容について

は別冊「令和 6 年度介護保険制度改正マニュアル」をお読みください。 

 

2-1. 地域区分の見直し P.16 

 令和 6 年 4 月より一部の市町村にて地域区分が見直されています。多くの市町村は地域区分が変わりま

せんが、令和 6 年度以降の地域区分の入力欄が変わるので、全ての台帳で新しい地域区分の設定が必要で

す。（地域区分の変更が無い場合の入力補助機能として、一括置換機能を追加しています） 

2-2. 処遇改善加算の一本化への対応 P.25 

 令和 6 年 6 月より処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ加算が整理され、新基準の処遇改善

加算に一本化されます。新しい処遇改善加算は 6 月から適用開始ですが、本バージョンにて設定可能にな

ります。6 月以降の新しい処遇改善加算の設定は事業所台帳で行います。 

（バージョンアップ直後は新しい加算の設定が行われていないため処遇改善加算欄が空白に見えますが、過

去の設定が消えているわけではありません） 

2-3. 業務継続計画未策定減算・身体拘束廃止未実施減算・虐待防止措置未実施減算への対応について P.30 

 今回のバージョンでは表題の 3 減算のサービスコードを実装していません。このため事業所台帳にて減

算の設定はできますが、利用票・提供票に反映させることはできなくなっています。次回バージョンにて正

式に対応しますので、あらかじめご承知おきください。 
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2-1. 地域区分の見直し 
 今回の改正では地域区分が見直されました。見直しにより級地が変更されたのは一部の市町村のみですが、

以前の地域区分と令和 6 年度以降の地域区分を分けて管理する必要があるため、級地が変更されていない市

町村の事業所に対しても、令和 6 年度以降の地域区分を入力していただく必要があります。 

介五郎では地域区分の設定欄が事業所台帳と保険者台帳の 2 ヶ所にあります。事業所台帳の地域区分欄は

総合事業を除く全てのサービス用になり、保険者台帳の地域区分欄は総合事業用になります。どちらも設定し

ていただく必要があります。 

ケアマネジャー様が事業所を多数登録している場合などに備え、入力補助機能として一括置換機能をご用意

しています。一括置換を行えば改正前と同じ級地を令和 6 年度以降の地域区分欄にまとめて登録できます。

しかし正誤のチェックはできないので、改正後の級地が変わっている場合は修正が必要になります。一括置換

を使用した場合は必ず「地域区分（R06）」欄に正しい地域区分が入力されているか見直してください。 
 

地域区分は返戻につながる重要な項目です。設定を誤らないよう、よくご注意ください 

 

＜事業所台帳＞ 

 

＜事業所台帳＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜保険者台帳＞ 

 

 

 

  

「地域区分(R06)」が初期値で

空白なので入力が必要 

F7 特殊より旧地域区分を「地域区分

(R06)」に一括置換できます 

「地域単価（総合）(R06)」

が初期値で空白なので入力

が必要 
F7 特殊より旧地域区分を「地域区分

(R06)」に一括置換できます 
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【令和 6 年度から令和 8 年度までの地域区分】 
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＜令和 6 年度以降の地域区分の設定①－事業所台帳＞  
 バージョンアップ後は「地域区分(R06)」欄が空白なので、各事業所の級地を設定します。 

 

① メインメニューより事業所台帳をクリックし、

開きます。 

  

 

② F2 検索より設定したい事業所を呼び出します。 

  

 

③ 「地域区分(R06)」欄で令和 6 年４月以降の地

域区分を選択します。 

  
 

 

 

◎ 地域区分が不明な場合は地域区分印刷をクリッ

クして一覧表にてご確認ください。 
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④ F9 登録をクリックし、登録します。 

 

  以上で設定完了です。 

 

 

 

＜令和 6 年度以降の地域区分の設定②－保険者台帳＞  
 総合事業用の地域区分は保険者台帳にて設定します。 

 

① メインメニューより保険者台帳をクリックし、

開きます。 

  

 

② 各保険者の「地域単価（総合）(R06)」欄に級地

を入力します。 
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◎ 地域区分が不明な場合は地域区分印刷をクリッ

クして一覧表にてご確認ください。 

  

 

③ F9 登録をクリックして、登録します。 

 

以上で設定完了です。 

 

 

 

【地域区分の設定を行う前に 4 月以降の予定を作成していた場合】 

 設定前に 4 月以降の予定を作成していた場合、事業所台帳で設定した級地が予定入力に反映されません。

この場合は予定入力で再計算を実行することで台帳の設定を反映させることができます。 

 

（利用票入力｜別表） 

 

注意！ 

再計算を実行することで 

事業所台帳の地域単価が反映 
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【①：旧をクリックすると改正前の地域区分の確認・設定ができます】 

 旧をクリックすると、過去の地域区分の設定画面が開きます。過去分の確認・修正が必要な場合にご覧く

ださい。 

（事業所台帳） 

 

 

【②：地域区分印刷をクリックすると、地域区分一覧表を閲覧・印刷できます】 

 地域区分印刷をクリックすると、PDF 形式で市町村別の地域区分一覧表を閲覧・印刷できます。市町村

の地域区分が不明な場合はご参照ください。 

（事業所台帳） 

         

 

 

  

POINT 



介五郎（介護保険版） Ver11.0.0.0 差分マニュアル  

【令和 6 年度 4 月改正予定入力版】 

22 

 

■ 地域区分の一括置換 

 地域区分が変わっていない市町村の入力を補助するため、一括置換機能を設けています。一括置換を使用す

ると改正前の地域区分を「地域区分(R06)」欄にまとめて設定することができます。一括置換は各画面上部の

F7 特殊から実行することができます。 

 

（事業所台帳） 

 

（保険者台帳） 

 

 

 

 

＜地域区分の一括置換①－事業所台帳＞  
 事業所台帳で一括置換を使用して令和 6 年度の地域区分を設定する方法です。 

 

① メインメニューより事業所台帳をクリックしま

す。 

  

 

② 画面上部の F7 特殊をクリックします。 
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③ 実行をクリックします。 

  

 

④ 確認画面が表示されます。はい(Y)をクリックし

ます。 

  

 

⑤ 完了画面が表示され、一括置換により級地を設

定した件数が表示されます。確認して OK をク

リックします。 

 

以上で設定完了です。 

 

 

 

＜地域区分の一括置換－②保険者台帳＞  
 保険者台帳で一括置換を使用して令和 6 年度の総合事業用地域区分を設定する方法です。 

 

① メインメニューより保険者台帳をクリックしま

す。 

  

 

② F7 特殊をクリックします。 
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③ 実行をクリックします。 

  

 

④ 確認画面が表示されます。はい(Y)をクリックし

ます。 

  

 

⑤ 完了画面が表示され、一括置換により級地を設

定した件数が表示されます。確認して OK をク

リックします。 

 

以上で設定完了です。 

 

 

 

【①：一括置換後は必ず見直してください】 

 地域区分は返戻につながる可能性のある重要な項目です。一括置換後は必ず置換した結果を見直して、誤

った級地が設定されている事業所がないかチェックしてください。 

【②：一括置換前に地域区分を設定していた場合は置換しません】 

 一括置換を行う前に「地域区分(R06)」を入力していた場合は級地を書き換えません。先に入力していた

級地がそのまま保持されます。 

 

 

 

【地域区分が未設定の場合】 

 地域区分が未設定の場合、利用票/提供票の登録時に下記エラーが表示されます。エラーが出たときは事

業所台帳にて地域区分の設定を行ってください。 

 

注意！ 

POINT 
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2-2. 処遇改善加算の一本化への対応 
 改正により現行の処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ加算が見直され、新しい処遇改善加算と

して一本化されることとなりました。見直しにより特定処遇改善加算とベースアップ加算が廃止のうえ、処遇

改善加算の算定要件が変更されています。また、算定要件が大幅に変わるため激変緩和の経過措置もとられて

います。自事業所がどの区分で算定するべきか、入力する前によくご確認ください。 

 なお、介五郎では本バージョンから加算の設定を行えますが、新しい処遇改善加算の施行年月は 2024 年

６月からになっています。4 月・5 月は改正前の処遇改善加算等での算定となりますので、ご注意ください。 

 

【新しい処遇改善加算の算定要件】 

（詳細は別冊「令和 6 年度介護保険制度改正マニュアル」参照） 

 
 

【令和 7 年 3 月までの経過措置】 

 

 

 

加算Ⅳからはじまり段階的に

上位の区分の要件を追加で満

たすことで算定可能 

な区分が上がっていく 

POINT 

 

新処遇改善加算Ⅰ～Ⅳの算定

要件を直ちに満たせない場合 

令和 7 年 3 月まで経過措置と

して加算Ⅴ（１）～（１４）の

中から現在取得中の処遇改善

加算等に一致するものを算定

できる 

POINT 

この中で現在取得中の加算と一致する区分を算定できる（令和 7 年 3 月まで） 
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■ 介五郎での入力 

 介五郎では事業所台帳で新しい処遇改善加算を追加することで利用票別表等に反映させることができます。 

 

①事業所台帳で新しい処遇改善加算を追加 

 

 

②利用票別表等に反映（※再計算を行う必要がある場合があります） 

  

 

 

 

【バージョンアップ直後の処遇改善加算欄の表示】 

 バージョンアップ直後は処遇改善加算欄のグレー部の表示が空白になります。これは旧加算の設定が消え

たのではなく、新しい処遇改善加算が未設定なためです。旧加算の区分は保持されており、下部に青字で表

示されます。 

 

          

 

事業所台帳 

処遇改善加算設定 

POINT 

新処遇改善加算が未設定のため空白で表示される 

改正前の処遇改善加算

の区分を表示 

利用票予定入力 利用票別表 
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＜令和 6 年６月度以降の処遇改善加算の設定＞  

 

① メインメニューより事業所台帳をクリックしま

す。 

  

 

② F2 検索より加算を設定したい事業所を呼び出

します。 

  

 

③ 処遇改善加算欄の設定 保険者をクリックしま

す。 

  

 

④ まず改正前の処遇改善加算の終了年月を入力し

ます。 
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⑤ 次に新しい行に処遇改善加算の開始年月（※令

和 6 年 6 月以降）と加算区分を入力します。 

  

 

⑥ 確定をクリックします。 

  

 

⑦ F9 登録をクリックし、登録します。 

 

  以上で設定完了です。 

 

 

 

【加算の開始年月にご注意ください】 

 新しい処遇改善加算の施行年月は令和 6 年 6 月です。令和 6 年 4 月ではありません。もし加算の開始年

月を 4 月にした場合、改正前の処遇改善加算の設定として扱われるのでご注意ください。 

 

（開始年月が 2024 年４月の場合） 

 
 

（開始年月が 2024 年 6 月の場合） 

 
 

 

  

注意！ 

平成２９年度改正当時の要件が適用され

令和６年度改正の設定とみなされない 

令和６年度改正の設定とみなされる 
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【加算の設定を行う前に 6 月以降の予定を作成していた場合】 

 事業所台帳で新しい処遇改善加算の設定を行う前に 6 月以降の予定を作成していた場合、予定入力で再

計算を実行しないと加算が反映されません。 

（利用票予定入力｜令和 6 年６月分） 

 

（明細集計画面） 

 

（利用票予定入力｜再計算を実行） 

 

（明細集計画面） 

 

 

 

 

【改正後の特定処遇改善加算・ベースアップ加算の取扱について】 

 特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算は令和６年５月で廃止のため、終了年月を入れていなくても

令和 6 年 6 月以降は算定されなくなります。 
 

（特定処遇改善加算設定） 

 

 

 

（ベースアップ等支援加算設定） 

 

 

  

POINT 

注意！ 

再計算ボタンをクリック 

処遇改善加算を設定しても反映されない 

処遇改善加算の設定前に６月以降の予定を作成 

処遇改善加算が反映される 

終了年月が空白でも令和６年６月以降は加算を算定しません 
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2-3. 業務継続計画未策定減算・虐待防止措置未実施減算・

身体拘束廃止未実施減算への対応について 
 改正により「業務継続計画（BCP）未策定減算」「虐待防止措置未実施減算」「身体拘束廃止未実施減算」が

新設されました。 

本バージョンではこれらの減算については仮対応になります。事業所台帳で減算の設定を行っておくことは

できますが、サービスコードを持たないため利用票等に反映させることができません。また、ケアプラン連携

システムを通じて他の事業所から減算を含む利用票/提供票を受け取った場合も、介五郎ではこれらの減算の

サービス名が表示されません。 

 これら 3 減算については次回バージョンアップにて正式に対応する予定です。 

 

【算定要件】 

業務継続計画未策定減算 
施設・居住系サービス＝所定単位数の 100 分の３に相当する単位数を減算（新設） 

その他のサービス＝所定単位数の 100 分の１に相当する単位数を減算（新設） 

【全サービス】 

感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が策定されていない場合 

（※）令和７年３月 31 日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的

計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援について

は、令和７年３月 31 日までの間、減算を適用しない。 

 

高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の 100 分の１に相当する単位数を減算（新設） 

【全サービス】 

虐待の発生又はその再発を防止するための措置（虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整

備、研修の実施、担当者を定めること）が講じられていない場合 

（※）福祉用具貸与については、３年間の経過措置期間を設ける。 

 

身体拘束廃止未実施減算 所定単位数の 100 分の１に相当する単位数を減算（新設） 

【全サービス】 

○身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置が講じられていない場合 

・身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録

すること 

・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護

職員その他従業者に周知徹底を図ること 

・身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること 

・介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること 
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【本バージョンでは減算を設定しても利用票に入力・反映できません】 

 本バージョンでは 3 つの減算を事前に設定しておくことはできますが、サービスコードが無いため利用

票等に入力・反映することはできません。次回バージョンにて入力できるようになります。 

 

＜事業所台帳＞ 

 

＜利用票予定入力｜明細集計＞ 

 

 

 

 

【ケアプラン連携システムより減算を含む利用票/提供票を取得した場合】 

ケアプラン連携システムよりこれら 3 減算を含む利用票/提供票を取得した場合も対応するサービスコー

ドが無いため、サービス名が空白で表示されます。 

注意！ 

注意！ 

減算を設定しても利用票等に入力・反映できない 

（例）業務継続計画未策定減算を設定 
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＜業務継続計画未策定減算等の設定＞  
 設定の手順は 3 減算とも同じです。ここでは業務継続計画未策定減算の設定を例にご説明します。 

 

① メインメニューより事業所台帳をクリックし、

開きます。 

  

 

② F2 検索より設定したい事業所を呼び出します。 

  

 

③ その他の加減算設定をクリックします。 

  

 

④ 加算項目欄を設定したい減算名に変更します。 

 

 （例）業務継続計画未策定減算を選択 
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⑤ 「設定値」「開始日」欄を入力します。（終了日は

空白でも登録可能です） 

  

 

⑥ 確定をクリックします。 

  

 

⑦ F9 登録をクリックし、登録します。 
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3. 居宅介護支援システムの変更 
 居宅介護支援システムにかかわる変更内容の説明です。変更内容には居宅介護支援そのものに対するものと、

利用票等で他のサービスを入力するうえで変更したものがあります。 

本マニュアルでは主に介五郎の変更内容および操作方法について説明しています。制度改正の内容について

は別冊「令和 6 年度介護保険制度改正マニュアル」をお読みください。 

 

■ 利用票作成に関わる他サービスの変更 

以下の項目は全サービス共通項目および利用票作成に関わる他のサービスの変更です。それぞれのページ

で説明していますので、そちらをご参照ください。 

【2.サービス共通の変更】 

①地域区分の見直し 

▶P.16「2-1.地域区分の見直し」参照 

②「業務継続計画未策定減算」「虐待防止措置未実施減算」「身体拘束廃止未実施減算」の新設 

▶P.30「2-3.業務継続計画未策定減算・虐待防止措置未実施減算・身体拘束廃止未実施減算への仮対応」参照 

【4.訪問介護の変更】 

 ①特定事業所加算の見直し 

  ▶P.43「4-1.特定事業所加算への対応」参照 

②訪問介護同一建物減算の見直し 

▶P.56「4-2.同一建物減算減算への対応」参照 

③定期巡回・随時対応型訪問介護看護の夜間のみサービスの新設 

 ▶P.62「4-3.定期巡回・随時対応型訪問介護看護の変更」参照 

【5.通所介護の変更】 

①総合事業 A6 サービスの送迎減算・同一建物減算の見直し 

  ▶P.68「5-1.（総合事業）送迎減算・同一建物減算への対応」参照 

②短期利用療養通所介護の新設 

 ▶P.72「5-2.短期利用療養通所介護への対応」参照 

【6.小多機/看多機システムの変更】 

 ①過少サービスに対する減算の変更 

  ▶P.75「6-1.過少サービスに対する減算の変更」参照 

 ②サテライト体制未整備減算の変更 

  ▶P.80「6-2.サテライト体制未整備減算の変更」参照 

 

■ 居宅介護支援費の変更 

3-1. 介護予防支援費Ⅱの新設への対応 P.35 

 改正により介護予防支援費Ⅱが新設されました。これに対応して自事業所を介護予防支援事業所として登

録できるようになりました。設定の際には事業所台帳への自事業所情報の追加が必要になります。 

3-2. 居宅介護支援費Ⅱの算定要件の変更 P.41 

改正により居宅介護支援費Ⅱの算定要件が変更されました。これにあわせ、介五郎の事業所台帳で設定で

きる「情報通信機器等の活用」欄の名称を変更し、「ケアプラン連携の活用」にしました。 

■ その他 

下記項目は本バージョンで入力欄を追加していますが、次回バージョンにて実績登録の制限を解除されて

から入力できるようになります。 

・居宅介護支援同一建物減算 
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3-1. 介護予防支援費Ⅱの新設への対応 
 介護予防支援事業は地域包括支援センターから委託を請けて行うことになっていましたが、改正により令和

6 年 4 月より介護予防支援事業者として指定を受けることで居宅介護支援事業所が直接行えるようになりま

した。これにもとづき介護予防支援費Ⅱが新設され、特別地域加算・中山間地域加算等も追加されています。 

 

【イメージ図】 

 

 

【算定構造】 

介護予防支援費 

 現行  改定後 

介護予防支援費（Ⅰ） 

※地域包括支援センターが行う場合 
438 単位 ⇒ 442 単位 

介護予防支援費（Ⅱ） 

※指定居宅介護支援事業者が行う場合（新設） 
 

 
472 単位 

加算（新設） ※すべて介護予防支援費（Ⅱ）のみ算定可能。 

特別地域介護予防支援加算 

※ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する場合 
所定単位の 15%を加算 

中山間地域等における小規模事業所加算 

※ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ別に厚生労働大臣が定める施

設基準に適合する場合 

所定単位数の 10％を加算 

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 

※ 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業

の実施地域を越えて、指定介護予防支援を行った場合 

所定単位数の５％を加算 
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■ 本バージョンでの対応 

 本バージョンで介護予防支援費Ⅱに対応しましたが、実績作成を制限しているため、請求書を作成すること

はできません。次回バージョンアップで制限を解除した際に作成可能になります。 

 本バージョンでは利用者に対し介護予防支援事業者として自事業所を設定するところまで可能です。設定の

際は事前に事業所台帳でサービス種類「46-介護予防支援」にした自事業所の台帳を追加し、事業所設定を行

う必要があります。 

 

【介護予防支援Ⅱの設定の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜介護予防支援費Ⅱの設定①－事業所台帳への追加＞  
 既存の居宅介護支援事業所の台帳を複写して、介護予防支援事業所の台帳を追加します。 

 

① メインメニューより事業所台帳をクリックして

開きます。 

  

 

② 新規作成画面を開き、F3 複写をクリックしま

す。 

サービス種類「46-介護予防支援」の自事業所台帳を追加 

「介護予防支援」欄に①を自事業所として登録 

対象利用者の居宅介護支援事業者欄に自事業所を登録 

①事業所台帳 

②事業所設定 

③利用者台帳 
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③ 自社居宅介護支援事業所を選択し、複写開始を

クリックして複写します。 

  

  

④ 複写完了後、サービス区分を「2-介護予防」に、

サービス種類を「46-介護予防支援」に変更し

ます。 

  

 

◎ サービス種類変更時に左の確認画面が表示され

た場合ははい(Y)を選択してください。 

  

 

⑤ F9 登録をクリックして登録します。 

 

  以上で設定完了です。 

 

  

自事業所のサービス種類「43-居宅介護支援」

を選択して複写開始 
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＜介護予防支援費Ⅱの設定②－事業所設定＞  
 事業所設定を行うことにより、追加した介護予防支援事業所を自事業所として登録します。 

 

① 上部メニューバーより「データファイル(S)」－

「基本設定(V)」－「事業所設定(J)」とクリック

し、事業所設定画面を開きます。 

  

 

② 「介護予防支援」欄に事業所台帳に追加した自

社介護予防支援事業所を入力します。 

  

 

③ F9 登録をクリックし、登録します。 

 

  以上で設定完了です。 
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＜介護予防支援費Ⅱの設定③－利用者台帳設定＞  
 利用者台帳で対象の利用者を呼び出し、介護予防支援事業所を登録します。 

 

① メインメニューより利用者台帳をクリックして

開きます。 

  

 

② F2 検索より対象利用者を呼び出します。 

  

 

③ 「居宅介護支援事業者」欄の▼をクリックしま

す。 

  

 

④ 自社介護予防支援事業所を選択し、決定をクリ

ックします。 

サービス種類が「46-介護予防支援」

の自事業所を選択 
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⑤ F9 登録をクリックし、登録します。 

 

  以上で設定完了です。 

 

 

 

【先に利用票を作成していた場合は台帳読込が必要です】 

 利用者台帳で介護予防支援事業者を登録する前に利用票を作成していた場合、利用者台帳の情報を利用票

に反映させるために、利用票入力で台帳読込を行なう必要があります。 

  

 

 

 

【令和 6 年 3 月以前の実績で自社介護予防支援を設定していた場合】 

 居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を受けられるようになるのは令和 6 年 4 月からとなります。

令和 6 年 3 月以前の実績入力にて支援事業所に自社の介護予防支援を設定していた場合、下記エラーが表

示されます。 

（※P.38「介護予防支援費Ⅱの設定②－事業所設定」の設定がされていない場合はエラーチェックが動作し

ません。3 月以前で実績入力にて支援事業所に自社の介護予防支援を設定していた場合、給付管理票/給付

費請求書が正しく作成されません。ご注意ください） 

 

注意！ 

台帳読込→台帳読込とクリック 利用者台帳より支援事業所の情報を取得 

注意！ 
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3-2. 居宅介護支援費Ⅱの算定要件変更 
 改正前の居宅介護支援費Ⅱの算定要件は「一定の情報通信機器（人工知能関連技術を活用したものを含む。）

の活用又は事務職員の配置を行っている場合」でしたが、要件が見直され「ケアプランデータ連携システムの

活用及び事務職員の配置を行っている場合」に変更されました。またケアマネ 1 人の受け持ち件数も 45 件

未満まで逓減制の適用対象外でしたが、50 件未満に引き上げられました。 

 これに対応し、介五郎でも設定欄の名称を「情報通信機器等の活用」から「ケアプラン連携の活用（旧情報

通信機器等の活用）」に変更しました。ただし本バージョンでは実績作成を制限しているので、設定できるの

みで居宅介護支援費Ⅱを登録することはできません。確定版にバージョンアップした際に機能制限が解除され、

登録できるようになります。 

 

【居宅介護支援費Ⅱの算定要件】 

基準 

現行  改定後 

一定の ICT（AI を含む）の活用又は事務職員の

配置を行っている事業者については、逓減制の適

用を 45 件以上の部分からとする 
⇒ 

居宅介護支援費（Ⅱ）の要件について、ケアプラン

データ連携システムを活用し、かつ、事務職員を配

置している場合に改め、取扱件数について、現行の

「45 未満」を「50 未満」に改める。 

 

【介五郎の表示】 

＜事業所台帳｜サービス種類が「43-居宅介護支援」の場合＞ 

旧 新 

 

 

 

 

 

 

 

  

名称変更 
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4.訪問介護の変更 
 訪問介護システムの変更内容をご説明します。本マニュアルでは主に介五郎の変更内容および操作方法につ

いて説明しています。制度改正の内容については別冊「令和 6 年度介護保険制度改正マニュアル」お読みくだ

さい。 

 

4-1. 特定事業所加算への対応【訪問介護】 P.43 

 改正により特定事業所加算の加算区分、算定要件の変更が行われます。4 月からの加算区分に合わせて確

認・設定が必要になります。 

4-2. 同一建物減算の新区分への対応【訪問介護、訪問型独自サービス】 P.56 

 改正により同一建物減算に 12%減算の新区分が新設されます。介五郎では提供票入力、日報入力に新区

分の入力項目を追加しました。 

4-3.定期巡回・随時対応型訪問介護看護の新区分への対応 P.62 

 4 月より夜間対応の区分が新設されます。介五郎では提供票から夜間対応サービスの入力ができます。 

 

4-4. 提供記録簿入力の日報作成、担当者給与計算の制限について P.66 

 本バージョンで未対応のサービスがありますが、4 月の実績入力版へのバージョンアップ前に処理が必

要なケースを想定し、制限付きで処理を行えます。 

 

 

 

【虐待防止措置未実施減算の対応について】 

対象サービス：訪問介護、（介護予防）訪問入浴、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護  

4 月から新設される「虐待防止措置未実施減算」は次回バージョンアップにて正式に対応する予定です。 

詳しくは P.30「2-3.業務継続計画未策定減算・虐待防止措置未実施減算・身体拘束廃止未実施減算への対

応について」を参照願います。 

※「業務継続計画未策定減算」については、訪問系サービスは令和７年３月 31 日までの間は減算を適用し

ません。 

 

 

 

  

注意！ 
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4-1.特定事業所加算への対応 
【対象サービス：訪問介護】 

4 月より特定事業所加算の算定区分、算定要件の変更が行われます。加算の設定方法は変わりませんが、

4 月からの加算区分に合わせて確認・設定が必要になります。 

 

介五郎の主な注意事項 

○ バージョンアップ後、事業所台帳の加算Ⅰ～Ⅳは未設定状態となります。3 月まで加算を算定していた

場合も 4 月からの区分に合わせて設定が必要になります。 

○ 加算Ⅰ～Ⅳを算定しない場合も、事業所台帳で設定が必要になります。 

○ 3 月まで加算Ⅴを算定しており、4 月からの加算Ⅴを算定しなくなる場合は、事業所台帳で加算Ⅴの終

了日を設定する必要があります。 

⇒今回の改正で加算Ⅴは加算Ⅳへ区分変更されるので、該当の事業所様は必ず設定を行ってください。 

 

 

加算区分・単位数 

現行  改定後 

特定事業所加算（Ⅰ） 所定単位数の 20％を加算 ⇒ 特定事業所加算（Ⅰ） 所定単位数の 20％を加算 

特定事業所加算（Ⅱ） 所定単位数の 10％を加算 ⇒ 特定事業所加算（Ⅱ） 所定単位数の 10％を加算 

特定事業所加算（Ⅲ） 所定単位数の 10％を加算 ⇒ 特定事業所加算（Ⅲ） 所定単位数の 10％を加算 

特定事業所加算（Ⅳ） 所定単位数の 5％を加算 ⇒ 特定事業所加算（Ⅳ） 所定単位数の 5％を加算 

（廃止） 

特定事業所加算（Ⅴ） 所定単位数の 3％を加算 ⇒ 特定事業所加算（Ⅳ） 所定単位数の 3％を加算 

（変更） 

  特定事業所加算（Ⅴ） 所定単位数の 3％を加算 

（新設） 

 

  



介五郎（介護保険版） Ver11.0.0.0 差分マニュアル  

【令和 6 年度 4 月改正予定入力版】 

44 

 

＜算定要件等＞ 

 

  



介五郎（介護保険版） Ver11.0.0.0 差分マニュアル  

【令和 6 年度 4 月改正予定入力版】 

45 

 

【事業所台帳の設定】 

 特定事業所加算Ⅰ～Ⅳは「事業所加算」欄、特定事業所加算Ⅴはその他の加減算設定から設定します。 

 

 

 

 

 

事業所台帳で設定を行うと、提供票・日報で加算Ⅰ～Ⅳを含む基本サービスを入力できるようになりま

す。加算Ⅴは、基本サービスを入力すると明細集計及び別表に自動反映されます。 

（特定事業所加算Ⅰ～Ⅳ）利用票/提供票 

 

（特定事業所加算Ⅴ）明細集計、別表 

 

 

  

加算Ⅰ～Ⅳの設定 

加算Ⅴの設定 
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バージョンアップ後、加算Ⅰ～Ⅳは未設定状態となるので、必ず事業所台帳で設定を行ってください。下記

3 種類の設定手順を説明します。 

○ 特定事業所加算Ⅰ～Ⅳを算定しない場合の設定手順 

○ 特定事業所加算Ⅰ～Ⅳの設定手順 

○ 特定事業所加算Ⅴの設定手順 

 

＜特定事業所加算Ⅰ～Ⅳを算定しない場合の設定手順＞ 

本バージョンより、特定事業所加算Ⅰ～Ⅳを算定しない場合も事業所台帳で「なし」の設定が必要になりま

す。詳しくは P.50 の注意「特定事業所加算Ⅰ～Ⅳを算定しない場合について」を参照願います。 

 

① 事業所台帳を開きます。 

  

 

② 事業所加算にて「1-なし」を選択して F9 登録

で登録します。 
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＜特定事業所加算Ⅰ～Ⅳの設定手順＞ 

3 月まで加算Ⅰ～Ⅳを算定している場合も、バージョンアップ後は 4 月からの区分が未設定状態となるの

で必ず設定を行ってください。 

 

① 事業所台帳を開きます。 

  

 

② 事業所加算にて、4 月から算定する加算区分を

選択したら、F9 登録で登録します。 
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＜特定事業所加算Ⅴの設定手順＞ 

 

① 事業所台帳でその他の加減算設定を開きます。 

  

 

② 加算項目にて「2-訪問介護特定事業所加算Ⅴ」

を選択します。 

  

 

③ 設置値にて「2-加算Ⅴ」を選択します。 
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④ 開始日を入力して確定をクリックします。 

  

 

⑤ F9 登録をクリックします。以上で設定が完了

です。 

  

 

 

 

【3 月まで加算Ⅴを算定している場合】 

4 月より加算Ⅴは加算Ⅳへ区分変更されます。4 月からの加算Ⅴを算定しない場合はその他の加減算設定

にて終了日に「令和 6 年 03 月 31 日」を設定する必要があります。 

※4 月からの新要件の加算Ⅴを算定する場合は終了日を入力する必要はありません。 

（4 月からの加算Ⅴを算定しない場合） 

 

 

 

 

（4 月からの加算Ⅴを算定する場合） 

 

 

 

 

 

 

  

注意！ 

終了日は入力せずにそのまま 終了日「令和 06 年 03 月 31 日」を設定 
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【特定事業所加算Ⅰ～Ⅳを算定しない場合について】 

 本バージョンより事業所台帳の事業所加算欄が未設定の場合、利用票/提供票等のサービス内容入力画面

で、特定事業所加算を含むすべてのサービス名も表示されるようになります（特定事業所加算Ⅴを除く）。

特定事業所加算を算定しない場合は事業所加算を「1-なし」にすれば、加算を含まないサービス名のみ表示

されます。 

（事業所加算欄が未設定） 

 

 

 

 

（サービス内容入力） 

 

 

 

（事業所加算欄が「1-なし」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

特定事業所加算を含むサービス名も表示 

特定事業所加算を含まないサービス名のみ表示 

注意！ 
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【3 月まで設定していた特定事業所加算Ⅰ～Ⅳの確認方法について】 

3 月までに設定していた特定事業所加算Ⅰ～Ⅳの区分は、事業所台帳の旧ボタンから確認ができます。3 月

以前で加算区分の変更が必要な時は、区分を変更して実績の変更もできます。 

  

 

 

  

POINT 
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4 月の利用票/提供票予定へ複写する時の注意点 

提供票予定入力で 3 月以前から 4 月に複写した時の注意点を説明します。必ず、事業所台帳で 4 月からの

加算設定を行った後に以下の確認を行ってください。加算Ⅰ～Ⅳと加算Ⅴのそれぞれ注意点があります。 

 

① 特定事業所加算Ⅰ～Ⅳの注意点 

 特定事業所加算Ⅰ～Ⅳは 3 月に算定していた加算区分で 4 月に複写されます。4 月から加算区分が変わる

場合はサービス名の選び直しを行ってください。 

 

（例）3 月まで加算Ⅱを算定、4 月から加算Ⅰになる場合 

（3 月予定） 

 

 

 

（4 月予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①複写 

加算Ⅱで複写される ② 加算Ⅰへ選びなおしが必要 
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② 特定事業書加算Ⅴの注意点 

特定事業所加算Ⅴは、事業所台帳の開始日/終了日に合わせて複写時に自動計算するので、複写後のサービ

ス選び直し等は不要です。加算区分が変わる場合は、返戻を防ぐため明細集計や別表で加算有無の確認をお願

いいたします。 

 

（例）3 月まで加算Ⅴを算定、4 月から加算Ⅴを算定しない場合 

（3 月提供票 | 明細集計） 

 

（4 月提供票 | 明細集計） 

 

 

 

 

 

 

 

  

複写 事業所台帳の設定に合わせて 

加算Ⅴは消える 
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4 月予定を作成済だった場合の注意点 

バージョンアップ前に 3 月までの加算区分で 4 月の利用票/提供票予定を作成済だった時の注意点を説明

します。必ず、事業所台帳で 4 月からの加算設定を行った後に以下の確認を行ってください。加算Ⅰ～Ⅳと加

算Ⅴのそれぞれ注意点があります。 

 

 

 

【4 月から加算Ⅴ→加算Ⅳになる場合】 

①特定事業所加算Ⅰ～Ⅳの注意点、②特定事業所加算Ⅴの注意点の両方をご確認ください。 

 

 

① 特定事業所加算Ⅰ～Ⅳの注意点 

 4 月から特定事業所加算Ⅰ～Ⅳの区分が変わる場合、サービス名の選び直しを行ってください。 

 

（例）4 月から加算Ⅱ→加算Ⅰに変わる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

注意！ 

加算Ⅰへ選び直しが必要 
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② 特定事業所加算Ⅴの注意点 

 4 月から加算Ⅴを算定しなくなる場合、4 月から新たに加算Ⅴを算定する場合は再計算が必要です。加算の

反映は明細集計や別表で確認できます。 

 

 

 

 

（例）4 月から加算あり→加算なしになる場合（明細集計画面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

再計算 

事業所台帳の設定に合わせて 

加算Ⅴは消える 
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4-2.同一建物減算減算への対応 
【対象サービス：訪問介護、訪問型独自サービス】 

4 月より訪問介護に同一建物減算に 12%減算、訪問型独自サービスに 15%減算と 12%減算の区分が新設

されます。介五郎では利用票/提供票、日報に新区分の項目を追加しました。 

 

＜減算率、算定要件＞ 

訪問介護において、同一建物等居住者へのサービス提供割合が多くなるにつれて、訪問件数は増加し移動時

間や移動距離は短くなっている実態を踏まえ、同一建物減算について、事業所の利用者のうち、一定割合以上

が同一建物等に居住する者への提供である場合に、報酬の適正化を行う新たな区分を設け、更に見直しを行う。 

同一建物減算 

現行  改定後 

①10％減算 事業所と同一敷地内又は隣接する

敷地内に所在する建物に居住する

者（②に該当する場合を除く） 

⇒ ①10％減算 事業所と同一敷地内又は隣接する

敷地内に所在する建物に居住する

者（②及び④に該当する場合を除

く） 

②15％減算 上記の建物のうち、当該建物に居

住する利用者の人数が１月あたり

50 人以上の場合 

⇒ ②15％減算 

 

上記の建物のうち、当該建物に居住

する利用者の人数が１月あたり

50 人以上の場合 

③10％減算 上記①以外の範囲に所在する建物

に居住する者（当該建物に居住す

る利用者の人数が１月あたり 20

人以上の場合） 

⇒ ③10％減算 上記①以外の範囲に所在する建物

に居住する者（当該建物に居住する

利用者の人数が１月あたり 20 人

以上の場合） 

  ④12%減算 

（新設） 

正当な理由なく、事業所において、

前６月間に提供した訪問介護サー

ビスの提供総数のうち、事業所と同

一敷地内又は隣接する敷地内に所

在する建物に居住する者（②に該当

する場合を除く）に提供されたもの

の占める割合が 100 分の 90 以上

である場合 

 

訪問介護：④12％減算が新設 

訪問型独自サービス：②15%減算、④12%減算が新設  
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算定要件等 
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【サービス内容入力の変更】 

利用票/提供票、日報のサービス内容入力画面に新区分の項目を追加しました。減算を算定する場合はチェ

ックを付けます。 

サービスコード 減算率 備考 

同一減算 1 10％減算  

同一減算 2 15％減算 訪問型独自サービスに新設 

同一減算 3 12%減算 訪問介護、訪問型独自サービスに新設 

 

訪問介護 「同建減算 3」が新設  

（3 月サービス内容入力） （4 月サービス内容入力） 

  

訪問型独自サービス 「同建減算 2」「同建減算 3」が新設 

（3 月サービス内容入力） （4 月サービス内容入力） 
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入力した同一建物減算は下記画面で確認できます。 

例：訪問介護の同一建物減算 3 の場合 ※訪問型独自サービスも確認できる箇所は同じです。 

（利用票/提供票 | 明細集計） 

 

（利用票/提供票 | 別表） 

 

（日報予定入力） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台帳読込内の一括設定にも新しい区分を設けています。 

※訪問型独自サービス、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は一括設定を使用できません。 

 

 

 

POINT 

POINT 
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提供記録簿入力の日報作成画面にも新しい区分を設けています。 

 

 

 

 

  

POINT 
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訪問型独自サービスで別表や明細集計に同一建物減算のサービス名が表示されない場合は、4 月からの新し

い単位数マスタが取込されていない状態です。各市町村から単位数マスタ表が公開されたら介五郎にマスタ

の取込を行ってください。マスタ取込後は単位数読込を行い単位数も含めて確認も行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

※単位数表マスタ取込後は単位数読込を行い単位数も含めて確認を行ってください。 

 

 

注意！ 

サービス名が表示されない！ 

① 4 月からの単位数表マスタを 

総合事業マスタへ取込 

② サービス名が表示される 
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4-3.定期巡回・随時対応型訪問介護看護の変更 
【対象サービス：定期巡回・随時対応型訪問介護看護】 

4 月より夜間対応の区分が新設されます。介五郎では利用票/提供票から夜間対応サービスの入力ができま

す。事業所台帳での事前設定は不要です。 

 

基本報酬 夜間訪問型（一体型事業所、連携型事業所共に） 

定期巡回随時Ⅲ1 基本夜間訪問型サービス費 989 単位/月【定額】 

定期巡回随時Ⅲ2 定期巡回サービス費 372 単位/回【出来高】 

定期巡回随時Ⅲ3 随時訪問サービス費（Ⅰ） 567 単位/回【出来高】 

定期巡回随時Ⅲ4 随時訪問サービス費（Ⅱ） 

（２人の訪問介護員等により訪問する場合） 

764 単位/回【出来高】 

同一建物減算 ※基本夜間訪問型サービス費を除く 

同一建物減算 3 同一敷地内建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用

者 20 人以上にサービスを行う場合 

所定単位数の 10%減算 

同一建物減算 4 同一敷地内建物の利用者 50 人以上にサービスを行う場合 所定単位数の 15%減算 

 

＜夜間訪問型サービスの入力手順＞  

 

① メインメニューの提供票予定入力をクリックし

ます。 

  

 

 

 

 

② 利用者を選択して、空白行をダブルクリックし

てサービス内容入力画面を開きます。 
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③ 時間帯まで入力し、サービス名で「定期巡回随

時Ⅲ」のサービスコードを選択します。 

 

サービス区分：「3-地域密着型」 

サービス種類：「76-定期巡回・随時対応型訪問

介護看護」 

 

  

 

※ 同一建物減算を算定する場合は「同建減算 3」

または「同建減算 4」にチェックを付けます。 

  

 

④ 日付指定を行い確定をクリックします。 
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⑤ すべての入力を終えたら F9 登録をクリックし

て登録します。 

 

 

 

設定した同一建物減算は下記画面で確認できます。 

（利用票/提供票 | 明細集計） 

 

（利用票/提供票 | 別表） 

 

（日報予定入力 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

POINT 
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護は提供票の一括設定を使用できません。一括設定をクリックしても同一

建物減算は反映されません。 

 

 

 

 

 

 

  

注意！ 

×使用不可 
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4-4.提供記録簿入力の日報作成、担当者給与計算の制

限について 
 

 令和 06 年 03 月 19 日付の重要案内では、本バージョンで「提供記録簿の日報作成を実行できません」

とご案内いたしましたが、4 月の実績入力版へのバージョンアップ前に日報作成が必要なケースが想定され

るため、制限付きで処理を行える対応にいたしました。 

本バージョンでは虐待防止措置未実施減算など一部サービスが仮対応のため日報へ反映できません。しかし、

4 月に給与計算の締め日を設けている場合など、4 月の実績入力版へのバージョンアップ前に処理が必要なケ

ースが想定されるため、仮対応のサービスは反映されないという制限付きで処理を行えるようにいたしました。

処理時には警告のメッセージが表示されます。本バージョンで処理を行った場合は、必ず 4 月バージョンア

ップ後にも再度処理を行ってください。本バージョンにて処理が必要ない事業所様は、4 月バージョンアップ

までお待ちください。 

 

（提供記録簿入力 | 日報作成画面） 

 

 

 

 

 

 

（担当者給与計算 | 取込画面） 

  

 

 

 

日報作成を行うと警告確認画面が表示されます

「はい」で進むと日報作成を行えます 

取込を行うと警告確認画面が表示されます。 

「はい」で進むと取込を行えます。 
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5.通所介護システムの変更 
通所介護システムの変更内容をご説明します。本マニュアルでは主に介五郎の変更内容および操作方法につ

いて説明しています。制度改正の内容については別冊「令和 6 年度介護保険制度改正マニュアル」をお読みく

ださい。 

 

5-1. 総合事業 A6 サービスの送迎減算・同一建物減算への対応 P.68 

 総合事業の A6 サービスに送迎減算（片道につき）と同一建物減算（１回につき）が追加されました。そ

れに伴う入力箇所の追加と関連帳票についてご説明します。 

5-2. 短期利用療養通所介護への対応 P.72 

 地域密着型通所介護の 1 類型の、療養型通所介護に短期利用型が新設されました。本項では療養通所介

護（短期利用型）の入力方法についてご説明します。 

 

 

 

【虐待防止措置未実施減算、業務継続計画未策定減算の対応について】 

4 月から新設される「虐待防止措置未実施減算」「業務継続計画未策定減算」は次回バージョンアップに

て正式に対応する予定です。 

詳しくは P.30「2-3.業務継続計画未策定減算・虐待防止措置未実施減算・身体拘束廃止未実施減算への

対応について」を参照願います。 

 

  

注意！ 
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5-1. （総合事業）送迎減算・同一建物減算への対応 
 総合事業の A6「通所型独自サービス」に新しいサービスコード「送迎減算（片道につき）」と「同一建物減

算（1 回につき）」が追加されました。送迎減算は新設です。同一建物減算は「1 月につき」は元々ありまし

たが、今回「1 回につき」が新設されました。サービス名は「同一建物減算 3」になります。 

 

サービス名 算定要件 単位数（標準） 

送迎減算 事業所が送迎を行わない場合 片道につき-47 単位 

同一建物減算 3 

①事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型 

サービス（独自）を行う場合 

②１月当たりの回数を定める場合 

1 回につき-94 単位 

 

 

①【事前に単位数マスタの取込が必要です】 

 「送迎減算」「同一建物減算 3」はいずれも新設の減算です。入力するには市町村がこれらの減算が追加さ

れた単位数マスタを公開し、公開されたマスタを介五郎に取り込んでおくことが前提になります。 
  

②【減算の取扱は市町村によって異なります】 

 総合事業では各市町村が算定要件および使用するサービスコードを定めるため、これらの減算の取扱は市

町村によって異なります。市町村によっては総合事業単位数マスタにこれらの減算を追加しない可能性もあ

ります。減算の取扱については各市町村にご確認ください。 

 

■ 減算の入力欄の追加 

介五郎では入力補助のため、基本サービス（標準サービス名「通所型独自サービス〇〇」）の入力時に減算

を連動して入力できる機能を設けています。サービス内容入力で基本サービスを入力するときに各減算のチェ

ックを入れると、基本サービスと同じ日に減算が入力されます。 

１月あたりで算定する基本サービスを選択した場合は送迎減算のみ入力可能です。１回あたりで算定する基

本サービスの場合は送迎減算・同一建物減算 3 の両方を入力できます。 

 

＜提供票入力｜サービス内容入力＞ 

 

注意！ 

チェックを入れると基本サービス

算定日と同じ日に減算が入力され

ます。 

サービス名に基本サービス（通所型独自サービス～等） 

を入力すると減算のチェック欄が表示されます。 
 

●1 月あたりで算定する基本サービス 

 →送迎減算のみ入力できます 
 

●１回あたりで算定する基本サービス 

 →送迎減算・同建減算 3 の両方を入力できます 
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■ 「送迎減算」「同一建物減算 3」の入力欄が表示される画面 

 減算のチェック欄は下記入力画面で表示されます。 

 

①提供票予定入力 

  

②日報予定入力 

  

③提供記録簿入力（介五郎） 

（算定項目タブ） 

 

 

 

（送迎、ﾊﾞｲﾀﾙ、看護記録タブ） 

 

 

  

※表示のみ。入力は右の「送迎、ﾊﾞｲﾀﾙ、看護記録」

タブで行います 

明細欄をダブルクリックして

サービス内容入力を開く 

明細欄をダブルクリックして

サービス内容入力を開く 
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④提供記録簿入力（タブレット入力支援） 

（出欠｜サービス内容入力） 

 

（送迎記録） 

 

 

 

【同一建物減算 3 は基本サービスが回数コードの場合のみ入力可能です】 

 同一建物減算 3 は基本サービスが 1 回あたりで算定する場合にのみ適用されます。このため 1 月あたり

で算定する基本サービスを選択した場合は入力できません。 

 

 

 

【単位数マスタに本体報酬単価パターンと一致する減算コードが無い場合は入力できません】 

 減算のチェックをするには、単価パターン（※）が基本サービスと一致する減算コードが必要になります。 

マスタに一致する減算コードが含まれていない場合は連携できません.。 

 

 

 

（※単価パターンとは） 

標準サービス名で「通所型独自サービス／2」や「～／3」のように、スラッシュ付きで割り当てられてい

る数字のことです。（名称を変更している場合もあります）最大で「～／5」まで割当可能ですが、単価パタ

ーンを分けるかどうか、どのような意味で使い分けるかは市町村によって異なります。 

注意！ 

注意！ 

1 月あたりで算定する基本サービスを選択 同一建物減算 3 のチェックを入れられない 

基本サービス「通所型独自サービス／2２２」を選択したが 

単位数マスタに「送迎減算／2」「同一建物減算 3／2」が 

無いためチェックできない 
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■「送迎減算」「同一建物減算 3」が記載される月次帳票 

 「送迎減算」「同一建物減算 3」は月次帳票印刷→日報タブの下記帳票にも反映されます。 
 

月次帳票印刷｜日報タブ 

  
 

【「送迎減算」「同一建物減算 3」が記載される帳票】 

利用者別提供日報 

 

日別提供日報 

 

利用者別提供集計表 

 

日別提供集計表 
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5-2.短期利用療養通所介護への対応 
【対象サービス：療養通所介護】 

地域密着型通所介護の療養通所介護に新しく短期利用型の類型が新設されます。介五郎では利用票/提供票

から短期利用サービスの入力ができます。事業所台帳での事前設定は不要です。 

 

単位数、算定要件等 

短期利用療養通所介護 1,335 単位/日 （新設） 

○ 短期利用療養通所介護費を算定すべき指定療養通所介護の基準（新設） 
 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、緊急に利

用することが必要と認めた場合であること。 

ロ 利用の開始に当たって、あらかじめ７日以内（利用者の日常生活上の世話を行う家族等の疾病等やむを

得ない事情がある場合は 14 日以内）の利用期間を定めること。 

ハ 指定地域密着型サービス基準第 40 条に定める従業者の員数を置いていること。 

ニ 当該指定療養通所介護事業所が療養通所介護費の減算（※）を算定していないこと。 

※入浴介助を行わない場合に所定単位数の 95/100 で算定、過少サービスの場合に所定単位数の

70/100 で算定 

 

 

＜短期利用療養通所介護の入力方法＞  

 

① メインメニューに提供票予定入力をクリックし

ます。 

  

 

 

 

 

 

② 提供月 4 月以降で入力する利用者を選択して、

サービス内容入力画面を開きます。 
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③ 時間帯まで入力し、サービス名で「地域短期利

用療養通所介護」のサービスコードを選択しま

す。 

 

サービス区分：「3-地域密着型」 

サービス種類：「78-地域密着型通所介護」 

 

  

 

④ 日付を指定して確定をクリックします。 

  

 

⑤ すべての入力を終えたら F9 登録をクリックし

て登録します。 

 

  以上で完了です。 
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【サービス提供記録簿の変更】 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期利用の新設に伴い、算定区分タブの時間区分欄に「月額」「短期利用」を選択する項目を追加しました。 

（介五郎｜提供記録簿入力） （タブレット入力支援｜サービス内容入力） 

 

 

  

 

 

  

月額：従来の療養通所介護（月額） 

短期利用：短期利用療養通所介護 

療養通所：従来の療養通所介護（月額） 

療養通所・短期：短期利用療養通所介護 
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6.小規模多機能/看護小規模多機能の変更 
 

6-1.過少サービスに対する減算の変更 
【対象サービス：（介護予防）小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護】 

4 月より過少サービスに対する減算時のサービスコードが変更されます。改正前は減算を含む基本サービス

コード（合成コード）を使用しましたが、改正後は合成コードが廃止されて減算用の独立したコードが新設さ

れます。介五郎は基本コードのサービス内容入力にて減算項目にチェックをつける入力方法に変わります。 

 

例：小規模多機能型居宅介護。要介護 1 で過少サービス減算を算定する場合のサービスコード 

（改正前）  （改正後） 

「1113 小規模多機能 11・過少」 

⇒ 

「1111 小規模多機能 11」  

       ＋ 

「8200 小多機能型過少サービス減算」 

 

（利用票 | サービス内容入力） 

 

 

設定項目（変更部分のみ） 

項目名 説明 

過少サービス 過少サービスに対する減算を算定時にチェックを付けます。 
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＜過少サービスに対する減算の入力手順＞  
（例）小規模多機能 11 と過少サービス減算を算定する場合 

 

 

 

 

 

 

① 利用票予定入力でまず基本コードを入力しま

す。 

 

 （例）小規模多機能 11 

  

 

② 「過少サービス」にチェックをつけて確定をク

リックします。 

  

 

③ すべての入力を終えたら F9 登録をクリックし

て登録します。 

  

 

  



介五郎（介護保険版） Ver11.0.0.0 差分マニュアル  

【令和 6 年度 4 月改正予定入力版】 

77 

 

 

 

設定した過少サービス減算の単位数は別表と明細集計で確認できます。 

（別表） 

 

 

（利用票 | 明細集計） 

 

 

 

 

利用票の入力画面に過少サービス減算は表示されませんが、印刷時の第 6 表には表示されます。 

 

 

 

 

 

POINT 

POINT 
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【次の場合はサービスの再入力が必要です。】 

①3 月以前から 4 月予定へ複写した場合 

①バージョンアップ前に 4 月予定を作成していた場合 

4 月以降の予定に合成コードが残ったまま予定の登録を行うと、「無効なサービスが入力されています」と

入力エラーが出ます。 

 

 

① 3 月以前から 4 月予定へ複写した場合 

（3 月予定） 

 

 

 

（4 月予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

注意！ 

①複写 

合成コードのまま複写される 

②サービス名の選び直しと 

「過少サービス」のチェックが必要 
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②バージョンアップ前に 4 月予定を作成していた場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

サービス名の選び直しと 

「過少サービス」のチェックが必要 
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6-2.サテライト体制未整備減算の変更 
【対象サービス：看護小規模多機能型居宅介護】 

4 月よりサテライト体制未整備減算のサービスコードが変更されます。改正前は減算を含む基本サービスコ

ード（合成コード）を使用しましたが、改正後は合成コードが廃止されて減算用の独立したコードが新設され

ます。介五郎では事業所台帳で減算の設定を行い、利用票に減算を適用させる設定方法に変わります。 

 

例：要介護 2 でサテライト体制未整備減算を算定する場合のサービスコード 

（改正前）  （改正後） 

「1321 看護小規模１２・サ未」 

⇒ 

「1121 看護小規模１２」  

       ＋ 

「8202 看護小規模サテライト体制未整備減算」 

 

（事業所台帳 | その他加算設定） 

 

 

 

 

 

 

設定項目（関連部分のみ） 

項目名 説明 

加算項目 「7-サテライト体制未整備」を選択します。 

設定値 

「減算型」：サテライト体制未整備減算を算定時に選択します。 

「基準型」：サテライト体制未整備減算を算定しない時に選択します。 

※何も登録しなければ減算は適用されませんが、減算を適用しない時期を明確化し

て履歴管理したい時などに「基準型」を使用してください。 

開始日 適用開始日を入力します。開始する月の 1 日を指定してください。 

終了日 
適用終了日を入力します。終了する月の末日を指定してください。終了日が決まっ

ていない場合は空白で構いません。 
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＜サテライト体制未整備減算の設定手順＞  

 

① 事業所台帳でその他の加減算設定をクリックし

ます。 

 

  

 

② 加算項目にて「7-サテライト体制未整備」を選

択します。 

  

 

③ 設置値にて「1-減算型」を選択します。 
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④ 開始日を入力して確定をクリックします。 

  

 

⑤ F9 登録をクリックします。以上で設定が完了

です。 
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【利用票でのサテライト体制未整備減算の確認方法】 

利用票で基本サービスを入力すると、別表と明細集計にサテライト体制未整備減算が反映されます。 

※基本サービスを入力していないと反映されません。 

（別表） 

 

 

（利用票 | 明細集計） 

 

 

 

 

 

サテライト体制未整備減算を算定しなくなる時は、その他の加減算設定の終了日に日付を入力してください。 

 

 

POINT 
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【次の場合は基本サービスの再入力が必要です。】 

①3 月以前から 4 月予定へ複写した場合 

①バージョンアップ前に 4 月予定を作成していた場合 

4 月以降の予定に合成コードが残ったまま予定の登録を行うと、「無効なサービスが入力されています」と

入力エラーが出ます。事業所台帳で 4 月からの減算の設定を行ってから、下記作業を行ってください。 

 

① 3 月以前から 4 月予定へ複写した場合 

（3 月予定） 

 

 

 

（4 月予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意！ 

①複写 

合成コードのまま複写される 

②サービス名の選び直しが必要 

  減算は事業所台帳の設定に合わ

せて適用されます 
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②バージョンアップ前に 4 月予定を作成していた場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス名の選び直しが必要 

  減算は事業所台帳の設定に合わ

せて適用されます 
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